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 Ⅰ 調査の概要 

1 調査の目的 

 本調査は、徳島県内における女性労働者の雇用管理（配置、昇進状況、活躍推進状況） 

の実態、改正育児・介護休業法に対応した制度の規定状況等について把握することを目的 

とする。 

 

2 調査対象数、有効回答数及び有効回答率 

 徳島県内に本社を有する  ９９３企業 

 有効回答数        ４３２企業 

 有効回答率        ４３.５％ 

 

3 調査事項 

(1) 配置に関する事項 

(2) 昇進に関する事項 

(3) 女性の活躍推進（ポジティブ・アクション）に関する事項 

① 女性の活躍推進に取組む上での問題点 

② 女性の活躍推進取組状況とその内容 

(4) 改正育児・介護休業法に対応した制度の規定状況及び利用状況 

 

4 調査時期 

 平成２４年６月１日現在の状況について、平成２４年６月１日から６月３０日までの間 

に行った。 

 

5 調査の方法 

 郵送により調査票を配布し、ファックスにより回収する方法 

 

6 調査機関  

徳島労働局雇用均等室 

 

7 その他参考調査 

・全 国 調 査：「平成２３年雇用均等基本調査」（厚生労働省実施） 

    調査対象数 全国５,９０６企業、有効回答３,８５９（有効回答率６５.３％） 

・平成１８年調査：「平成１８年雇用管理アンケート」（徳島労働局雇用均等室実施） 

    調査対象数 徳島県内３,０５７事業所、有効回答１,００７（有効回答率３２.９％） 

・平成１２年調査：「平成１２年女性労働者の雇用管理アンケート」（徳島労働局雇用均等室実施） 

    調査対象数 徳島県内３,５９５事業所、有効回答１,５７１（有効回答率４３.７％） 
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 Ⅱ 調査結果の概要 

1 配置について 

 男女の配置状況は、男性のみ、女性のみの配置で「ない」とする企業が５４.６％と５割を超

えている。特に「金融・保険業」では全ての職場（１００％）で男女とも配置されている。ま

た、規模別では「３０人未満」で男女とも配置されているとする割合が６割を超え高くなって

いる。しかしながら、企業全体では、４割を超える職場で男性のみ、女性のみ配置が「ある」

と回答し、業種では「製造業」が５１.８％と高い割合となっている。 

 

第１図 男性のみ、女性のみの配置の有無 

  

 

 

 

 

 

 

第２図 男性のみ、女性のみの配置の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第３図 規模別男性のみ、女性のみの配置の有無    第４図 男性のみ、女性のみの配置の理由 
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2 昇進について 

(1) 女性管理職を有する企業割合 

 課長相当職以上の女性管理職（役員を含む。以下同じ。）がいる企業の割合は、７３．１％

と全国平均（５５.３％）と比較すると１７.８ポイント上回っている。業種別では、「医療・

福祉」が８９％と高くなっており、「建設業」の８３.６％がこれに続く。規模別では、「３

００人以上」で８５.７％と高くなっている。 

 また、係長相当職以上の女性管理職がいる企業の割合は、８１％となり、平成１８年調

査（６２.６％）と比較し、１８.４ポイント上昇しており、全国調査（６９.９％）と比較

しても１１.１ポイント上回っている。 

 さらに、役員については、規模が小さくなるほど女性比率が高くなり、企業規模が大き

くなるほど部長以下の女性管理職を有する企業割合が高くなる。 

 

第５図 役職別女性管理職を有する企業割合（徳島、全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６図 役職別女性管理職を有する企業割合の推移（H18（事業所調査）、H24） 
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（％）

役職

規模

52.8 22.9 36.6 40.5 73.1 81.0

33.3 47.6 71.4 90.5 85.7 100.0

48.2 45.9 69.4 64.7 83.5 91.8

52.9 21.5 35.4 43.6 70.9 79.7

57.8 8.4 14.9 16.9 68.2 74.0

係長相当職以上役員 部長相当職 課長相当職 係長相当職 課長相当職以上

全規模

300人以上

100～299人

30～99人

30人未満

（％）

業種

役職

52.8 68.9 37.6 61.1 0.0 61.0 48.2 48.5

22.9 13.1 9.4 11.1 25.0 52.0 19.6 17.6

36.6 14.8 21.2 31.5 62.5 69.0 25.0 38.2

40.5 14.8 40.0 37.0 87.5 65.0 32.1 32.4

73.1 83.6 52.9 70.4 62.5 89.0 66.1 75.0

81.0 83.6 67.1 81.5 87.5 95.0 73.2 80.9

役員

部長相当職

課長相当職

係長相当職

医療・福祉 サービス業 その他

係長相当職以上

課長相当職以上

全業種 建設業 製造業 卸売・小売業 金融・保険業

第１表 業種別・役職別女性管理職を有する企業割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７図 業種別、役職別女性管理職を有する企業割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２表 規模別・役職別女性管理職を有する企業割合 

 

 

 

 

 

 

 

第８図 規模別・役職別女性管理職を有する企業割合 
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(2) 管理職に占める女性の割合 

 課長相当職以上の管理職全体に占める女性割合は１７.９％となっており、全国調査 

（６.８％）と比較して１１.１ポイントと大幅に上回っている。 

また、係長相当職以上も女性割合は１８.９％となり、平成１８年調査（１５.８％）と比

較して３.１ポイント上昇している。全国調査（８.７％）と比較しても、１０.２ポイント

上回っている。 

 全ての役職で平成１８年調査を上回っており、特に上昇幅が大きいのは課長相当職で、

５.７ポイントの上昇である。 

  

第９図 役職別女性管理職割合（徳島、全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０図 役職別管理職に占める女性割合の推移（Ｈ１８(事業所調査)、Ｈ２４） 
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（％）
役職

規模

17.9 18.9 23.1 14.1 17.0 20.6

8.1 9.4 6.6 7.0 8.6 10.7

22.1 25.0 21.1 17.1 25.1 30.2

19.7 22.5 22.2 16.5 19.2 30.1

30.0 32.4 33.6 17.3 29.7 46.3

100～299人

30～99人

30人未満

役員 部長相当職 課長相当職 係長相当職

全規模

300人以上

課長相当職以上 係長相当職以上

（％）
業種

役職

17.9 15.4 4.6 19.3 20.2 43.2 17.4 14.7

18.9 15.3 6.0 19.7 29.6 47.7 20.2 15.3

23.1 29.4 15.6 27.1 0.0 34.4 22.7 13.1

14.1 5.0 2.2 12.4 4.6 37.7 20.4 11.7

17.0 7.7 2.5 17.5 30.2 52.7 13.5 17.3

20.6 14.8 7.5 20.8 40.3 57.3 25.4 17.1

課長相当職

係長相当職

サービス業 その他

課長相当職以上

係長相当職以上

役員

部長相当職

全業種 建設業 製造業 卸売・小売業 金融・保険業 医療・福祉

 係長相当職以上の女性管理職割合を業種別でみると「医療・福祉」が４７.７％で最も高

く、次いで「金融・保険業」（２９.６％）となっている。平成１８年調査と比較すると、

「金融・保険業」で大幅な伸びを示している。 

 規模別では、３０人未満の小規模企業で、係長相当職以上が３２.４％、課長相当職以上

が３０％と、女性管理職割合が高い。 

 

第３表 業種別・役職別女性管理職割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１図 業種別女性管理職割合の推移（H18（事業所調査）、H24） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４表 規模別・役職別女性管理職割合 
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(3) 女性管理職が少ないあるいは全くいない理由 

 管理職が少ない（１割未満）もしくは全くいない理由を尋ねたところ「必要な知識や経

験、判断力等を有する女性がいない」（４１.７％）が最も多く、管理職の適性を満たす女

性がいないとする企業が多い。 

 また、「将来就く可能性のある女性はいるが、現在、役職に就くための在職年数を満たし

ているものはいない」（２９.０％）ことも１つの理由となっている。 

 さらに、「女性が希望しない」（１６.７％）という理由もあり、登用が進まない現状もあ

る。 

 

第１２図 女性管理職が少ないあるいは全くいない理由（複数回答）（徳島、全国） 
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3 ポジティブ・アクション（女性の活躍推進）状況について 

(1) 女性の活躍を推進する上での問題点 

 女性の活躍を推進する上での問題点をみると、「家庭責任を考慮する必要がある」が  

７３.１％と全国調査より２１.７ポイント高い、次いで多いのが「時間外労働、深夜業をさ

せにくい」が３４.１％となっている。 

 

第１３図 女性の活躍を推進する上での問題点（複数回答）（徳島、全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 女性の活躍推進の取組状況 

 女性の活躍推進の取組を行っている企業は３９.６％と全国調査と比較すると７.９ポイ

ント上回っているものの、平成１８年調査より９.５ポイント減少している。 

 業種別では、「金融・保険業」（７５.０％）、「医療・福祉」（５２.０％）と取組んでいる

企業が多く、規模別では、３００人以上で７１.４％と最も高い。 
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第１４図 女性の活躍推進の取組状況推移等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５図 業種別女性の活躍推進の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６図 規模別女性の活躍推進の取組状況 
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(3) 取組の内容について 

 女性の活躍を推進する上での取組については、平成１８年調査に引き続き、両立支援制

度の整備が４割を超え、取組割合は多いが、「意欲と能力のある女性を積極的に採用、登用

する」が８.７ポイントと大幅に伸びており、「器具・設備等働きやすい職場環境の整備」

が５.１ポイント、「企業内の推進体制の整備」が５ポイント上昇している。 

 

第１７図 女性が活躍する上での取組の内容（複数回答）（H18（事業所調査）、H24） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 改正育児・介護休業法に対応した制度の規定状況 

     平成２４年７月１日から従業員１００人以下の事業主に義務化となった「育児短時間勤務」

（７０％）、「３歳未満の子の養育のための所定外労働の免除（制限）」（６５％）、「介護休暇」

（７１％）については、規定化が進みつつあるが、平成２２年６月３０日より全面適用の「パ

パ・ママ育休プラス」（注 1）（５７％）、「パパ休暇」（注 2）（４６％）については規定化に遅れが

みられる。また、規模が小さくなるほど全体として規定化が進んでいない現状である。 

 

(1) パパ・ママ育休プラス 

第１８図 パパ・ママ育休プラス規定状況   第１９図 規模別パパ・ママ育休プラス規定状況 
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(2) パパ休暇 

     第２０図 パパ休暇規定状況         第２１図 規模別パパ休暇規定状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 育児のための短時間勤務の措置 

     第２２図 育児短時間勤務規定状況      第２３図 規模別育児短時間勤務規定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ３歳未満の子を養育するための所定外労働の免除（制限） 

     第２４図 所定外労働の免除（制限）     第２５図 規模別所定外労働の免除（制限） 

          規定状況                  規定状況 
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（％） 

（％） 
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（％）

制　  　度
規 定 化 企 業 の う ち
取得者のいる企業割合

 パパ休暇 1.4

 育児短時間勤務 10.6

 所定外労働の免除（制限） 3.9

 介護休暇 8.3

(5) 介護休暇 

     第２６図 介護休暇規定状況         第２７図 規模別介護休暇規定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 制度の利用状況 

     第５表 制度の利用状況 

 

 

 

 

 

 

    ※パパ・ママ育休プラスは、父親、母親双方が取得したことを企業単位では正確に把握できないため、 

調査は実施していない。 

 

 

    注 1：「パパ・ママ育休プラス」とは、父母ともに育児休業を取得する場合は、子が 

       １歳２か月に達するまでの間の１年間、育児休業を取得できる制度をいう。 

    注 2：「パパ休暇」とは、配偶者が出産後８週間の間に父親が育児休業を取得しても、 

       父親は再度育児休業を取得できる制度をいう。 

 

（％） 

（％） 


